
令和３年第５回瑞穂市教育委員会定例会 次第 

令和３年５月２５日 １４:００～ 

開会 

日程第１ 令和３年第４回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 議案第25号 瑞穂市立中小学校管理室棟解体工事の計画について 

日程第４ 議案第26号 瑞穂市立巣南中学校屋内運動場トイレ改修工事の計画

について  

日程第５ 議案第27号 瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実

施要綱の一部を改正する告示について 

日程第６ 議案第28号 瑞穂市学校薬剤師の委嘱について 

日程第７ 議案第29号 瑞穂市教育支援委員の委嘱について 

日程第８ 議案第30号 瑞穂市学校運営協議会委員の委嘱について 

日程第９ 議案第31号 令和４年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）

について  

日程第10 議案第32号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領の

一部を改正する訓令について 

日程第11 議案第33号 瑞穂市社会教育委員の委嘱について  

日程第12 議案第34号 瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員の委嘱について 

日程第13 意 見 聴 取 令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）につい

て 

日程第14 教育長の報告  

日程第15 そ の 他 教育事務局長  

教育総務課長 

学校教育課長 

幼児教育課長 

生涯学習課長 



次回以降教育委員会会議の開催について 

令和３年６月  日（ ）午  時  分から 

閉会 



議案第２５号  

瑞穂市立中小学校管理室棟解体工事の計画について  

瑞穂市立中小学校管理室棟解体工事の計画について、瑞穂市教育委員会事務

委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定によ

り、瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

記  

１ 工 事 名 瑞穂市立中小学校管理室棟解体工事  

２ 実施期間 令和３年７月から令和３年９月（予定）  

３ 契約方法 一般競争入札（予定）  

４ 工事場所 中小学校 瑞穂市美江寺１７３番地  

５ 工事概要 木造平屋校舎の解体及び整地を行う。  

        校舎面積 A=２５６．７㎡  

        建築年 昭和３７年２月  

６ 予 算 額 １７，６００千円  

  令和３年５月２５日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 建物老朽化に伴い木造校舎を解体するもの。  
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議案第２６号  

瑞穂市立巣南中学校屋内運動場トイレ改修工事の計画について  

瑞穂市立巣南中学校屋内運動場トイレ改修工事の計画について、瑞穂市教育

委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第９号

の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

記  

１ 工 事 名 瑞穂市立巣南中学校屋内運動場トイレ改修工事  

２ 実施期間 令和３年７月から令和３年９月（予定）  

３ 契約方法 一般競争入札（予定）  

４ 工事場所 巣南中学校 瑞穂市古橋１０番地１  

５ 工事概要 屋内運動場トイレ改修工事  

ＲＣ造 屋根部Ｓ造  

        １階男子・女子便所の改修及び車椅子優先トイレの新設  

        男子便所 大便器２組 小便器４組  

        女子便所 大便器４組  

        車椅子優先便所 １組  

        床・壁・天井の改修及び給排水管の更新  

６ 予 算 額 ２７，８８３千円  

  令和３年５月２５日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 老朽化により既存便所の改修及び多様な利用者に対応するため車椅子優先便

所の設置をするもの。  
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巣南中学校屋内運動場トイレ改修工事



議案第２７号  

瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部を

改正する告示について  

瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部を改正す

る告示について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に提出する。  

 令和３年５月２５日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 補足給付費について、支払期間を明記するとともに幼稚園の設置者（代理受

領者）を介さず直接保護者へ給付を実施するよう改正をするもの。  



瑞穂市教育委員会告示第 号 

 瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。 

  令和３年５月  日 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明     



瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の一部を改

正する告示 

瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱（令和２年瑞穂

市告示第３２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号ア中「（特定子ども・子育て支援のあった月が４月から

８月までの場合にあっては、前年度。イにおいて同じ。）」を削る。 

第４条中「現に満３歳以上施設等利用給付認定子どもに対する食事の提供に

要した費用」を「施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要し

た費用」に改め、「この条」の次に「及び第６条第２項第２号」を加える。 

第７条を削る。 

第６条第１項中「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付決定（却下 

）通知書」を「瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付（不交付 

）決定通知書」に改め、同条第２項を削り、同条を第７条とする。 

第５条第１項中「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書（代

理受領用）」を「瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書 

兼請求書」に改め、同条第２項中「申請者の属する世帯の所得の状況を証する 

」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）申請者の属する世帯の市町村民税所得割額がわかる書類 

（２）申請者が支払った食事の提供に要した費用の額を証する書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

 （補足給付費の支払） 

第５条 補足給付費は、年に２回、次条の規定による申請に基づき、４月から

９月までの月分及び１０月から翌年３月までの月分をそれぞれ一括して支払

うものとする。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 



 



 

 

 

  

 

 

 



様式第３号から様式第５号までを削る。 

附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市副食費の施設による徴収

に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。  
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瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱（令和２年瑞穂市告示第32号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

○瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要

綱 
○瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要

綱 

令和２年３月１０日 令和２年３月１０日 

告示第３２号 告示第３２号 

（目的） （目的） 

第１条 この告示は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が

困難である者等に係る満３歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定

子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定

保護者が支払うべき食事の提供（副食の提供に限る。以下同じ。）に

要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該満

３歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援

の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを

目的とする。 

第１条 この告示は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が

困難である者等に係る満３歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定

子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定

保護者が支払うべき食事の提供（副食の提供に限る。以下同じ。）に

要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該満

３歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援

の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを

目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 
第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「法」という。）第３０条の５第３項に規定する施

設等利用給付認定保護者をいう。 

(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「法」という。）第３０条の５第３項に規定する施

設等利用給付認定保護者をいう。 
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(2) 満３歳以上施設等利用給付認定子ども 法第３０条の８第１項に

規定する施設等利用給付認定子どもであって、満３歳以上の者をい

う。 

(2) 満３歳以上施設等利用給付認定子ども 法第３０条の８第１項に

規定する施設等利用給付認定子どもであって、満３歳以上の者をい

う。 

(3) 特定子ども・子育て支援 法第３０条の１１第１項に規定する特

定子ども・子育て支援をいう。 
(3) 特定子ども・子育て支援 法第３０条の１１第１項に規定する特

定子ども・子育て支援をいう。 

(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第３０条の１１第１項に規定

する特定子ども・子育て支援施設等をいう。 
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第３０条の１１第１項に規定

する特定子ども・子育て支援施設等をいう。 

(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２６

年政令第２１３号。以下「令」という。）第１３条第２項に規定す

る負担額算定基準子どもをいう。 

(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２６

年政令第２１３号。以下「令」という。）第１３条第２項に規定す

る負担額算定基準子どもをいう。 

(6) 小学校第３学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程

又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する

子どもをいう。 

(6) 小学校第３学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程

又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する

子どもをいう。 

（補足給付費の交付） （補足給付費の交付） 

第３条 補足給付費の交付は、本市に居住する満３歳以上施設等利用給

付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号の

いずれかに該当するものに対し、その満３歳以上施設等利用給付認定

子ども（当該施設等利用給付認定保護者が第２号に該当する者である

場合にあっては、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子

ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）であ

る満３歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。）

が、特定子ども・子育て支援（特定子ども・子育て支援施設等である

第３条 補足給付費の交付は、本市に居住する満３歳以上施設等利用給

付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号の

いずれかに該当するものに対し、その満３歳以上施設等利用給付認定

子ども（当該施設等利用給付認定保護者が第２号に該当する者である

場合にあっては、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子

ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）であ

る満３歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。）

が、特定子ども・子育て支援（特定子ども・子育て支援施設等である
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幼稚園が満３歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するもの

に限り、法第７条第１０項第５号の事業に該当するものを除く。以下

この条において同じ。）を受けた場合において、当該施設等利用給付

認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。 

幼稚園が満３歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するもの

に限り、法第７条第１０項第５号の事業に該当するものを除く。以下

この条において同じ。）を受けた場合において、当該施設等利用給付

認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。 

(1) 次のいずれかに該当する者 (1) 次のいずれかに該当する者 

ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者

と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあっ

た月の属する年度                     

                           分の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税

（同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。）の

同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。）の額（同法第３１４条の７、

第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附

則第５条の４第６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の

５第２項、附則第７条の２第４項及び第５項、附則第７条の３第

２項並びに附則第４５条の規定による控除をされるべき金額があ

るときは、当該金額を加算した額とする。）を合算した額が７万

７，１０１円未満である場合における当該施設等利用給付認定保

護者（イ及びウに掲げる者を除く。） 

ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者

と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあっ

た月の属する年度（特定子ども・子育て支援のあった月が４月か

ら８月までの場合にあっては、前年度。イにおいて同じ。）分の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税

（同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。）の

同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。）の額（同法第３１４条の７、

第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附

則第５条の４第６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の

５第２項、附則第７条の２第４項及び第５項、附則第７条の３第

２項並びに附則第４５条の規定による控除をされるべき金額があ

るときは、当該金額を加算した額とする。）を合算した額が７万

７，１０１円未満である場合における当該施設等利用給付認定保

護者（イ及びウに掲げる者を除く。） 

イ 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者

と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の

イ 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者

と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の
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属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民

税世帯非課税者（法第30乗の４第３号に規定する市町村民税世帯

非課税者をいい、令第１５条の３第２項第２号に掲げる者を除

く。）である場合における当該施設等利用給付認定保護者（ウに

掲げる者を除く。） 

属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民

税世帯非課税者（法第30乗の４第３号に規定する市町村民税世帯

非課税者をいい、令第１５条の３第２項第２号に掲げる者を除

く。）である場合における当該施設等利用給付認定保護者（ウに

掲げる者を除く。） 

ウ 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者若しく

は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付を受けている者

又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定

する里親である施設等利用給付認定保護者 

ウ 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者若しく

は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付を受けている者

又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定

する里親である施設等利用給付認定保護者 

(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子ども

又は小学校第３学年修了前子どもが３人以上いる場合における当該

施設等利用給付認定保護者（前号に掲げる者を除く。） 

(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子ども

又は小学校第３学年修了前子どもが３人以上いる場合における当該

施設等利用給付認定保護者（前号に掲げる者を除く。） 

２ 前項第１号アに規定する所得割の額を合算した額の算定について

は、令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合算額の算定

の例による。 

２ 前項第１号アに規定する所得割の額を合算した額の算定について

は、令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合算額の算定

の例による。 

（補足給付費の額） （補足給付費の額） 

第４条 補足給付費の額は、１月につき、満３歳以上施設等利用給付認

定子ども１人当たり４，５００円（       施設等利用給付認

定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用（副食材料費に限る。

第４条 補足給付費の額は、１月につき、満３歳以上施設等利用給付認

定子ども１人当たり４，５００円（現に満３歳以上施設等利用給付認

定子どもに対する食事の提供に要した費用  （副食材料費に限る。
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以下この条及び第６条第２項第２号において同じ。）の額が４，５０

０円を下回る場合には、当該現に食事の提供に要した費用の額）とす

る。 

以下この条           において同じ。）の額が４，５０

０円を下回る場合には、当該現に食事の提供に要した費用の額）とす

る。 

（補足給付費の支払）  

第５条 補足給付費は、年に２回、次条の規定による申請に基づき、４

月から９月までの月分及び１０月から翌年３月までの月分をそれぞれ

一括して支払うものとする。 

 

（補足給付費の交付申請） （補足給付費の交付申請） 

第６条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者

は、市長が指定する日までに、瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補

足給付費交付申請書        （様式第１号）により市長に申請

しなければならない。 

第５条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者

は、市長が指定する日までに、  副食費の施設による徴収に係る補

足給付費交付申請書（代理受領用）（様式第１号）により市長に申請

しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる               書類

を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明す 
べき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を 
省略させることができる。 

（１）申請者の属する世帯の市町村民税所得割額がわかる書類 
（２）申請者が支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類 
（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書には、申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明す

べき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を

省略させることができる。 
                         
                                 
                              

（補足給付費の交付決定等）  （補足給付費の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、交

付の可否を決定し、瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付費

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、交

付の可否を決定し、   副食費の施設による徴収に係る補足給付費
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交付（不交付）決定通知書（様式第２号）       により申請

者に通知するものとする。 
交付決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知するもの

とする。 

                                

                               

                               

                               

                               

   

２ 市長は、交付の決定をした施設等利用給付認定保護者が利用する幼

稚園の設置者（以下「施設設置者」という。）に対し、副食費の施設

による徴収に係る補足給付事業対象者一覧（様式第３号）により、補

足給付費の交付の対象となる施設等利用給付認定保護者及びその満３

歳以上施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供するものとす

る。 

             （補足給付費の交付方法） 

                                

                               

    

第７条 補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、

補足給付費の請求及び受領に関する権限を施設設置者に委任するもの

とする。 

                                

                               

                               

                               

                    

２ 施設設置者は、施設等利用給付認定保護者から前項の規定による委

任を受けたときは、当該施設等利用給付認定保護者から、当該施設等

利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用の額から第

４条の規定により算定した補足給付費の額に相当する額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

                                

                
３ 補足給付費は、第１項の規定による委任を受けた施設設置者の請求

に基づき、支払うものとする。 

                                

                               

                           

４ 前項の請求は、市長が指定する日までに、副食費の施設による徴収

に係る補足給付費支払請求書（様式第４号）に、次に掲げる書類を添

えて、市長に提出することにより行うものとする。 
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(1) 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付対象園児免除実績

報告書（様式第５号） 

                         (2) 第１項の委任があったことを証する書類 

                           (3) 第２項の規定により控除した額を証する書類 

（交付決定の取消し） （交付決定の取消し） 

第８条 市長は、施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な手段に

より給付費の給付決定を受けたときは、給付決定を取り消すことがで

きる。 

第８条 市長は、施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な手段に

より給付費の給付決定を受けたときは、給付決定を取り消すことがで

きる。 

（補足給付費の返還） （補足給付費の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る給付費が既に給付されているときは、施設等利

用給付認定保護者に対し、当該給付費の全部又は一部の返還を求める

ことができる。 

第９条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る給付費が既に給付されているときは、施設等利

用給付認定保護者に対し、当該給付費の全部又は一部の返還を求める

ことができる。 

（その他） （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 
第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 附 則 

この告示は、公表の日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 この告示は、公表の日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 

附 則  

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市副食費の施設に

よる徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和３年４月１日か
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ら適用する。 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第５条関係） 

略 略 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第６条関係） 

略 略 

削除 様式第３号（第６条関係） 

 略 

削除 様式第４号（第７条関係） 

 略 

削除 様式第５号（第７条関係） 

 略 

 



議案第２８号 

瑞穂市学校薬剤師の委嘱について 

 瑞穂市学校薬剤師に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委任

規則第１条第１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

  令和３年５月２５日提出 

            瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明   

   提案理由 

 穂積小学校薬剤師の異動により、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６

号）第２３条第２項の規定により、残任期間について新たに学校薬剤師を委嘱

するもの。 



令和３年度　学校薬剤師一覧表

令和3年度

学校（園）名 科　　　名 校　医　名 任　　期

内科医 中　島　俊　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 江　崎　　　 肇 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 若　山　としこ 令和３年５月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 福　田　信　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 下　野　真　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 伊  東  裕  治 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 伊　藤　浩　之 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 国　枝　武　俊 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 柴　田　泰　二 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 池　田　奈美江 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 若　園　明　裕 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 下　野　真　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 竹　矢　良　三 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 村　瀬　友　紀 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 高　木　昌　一 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 下　野　真　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 辻　　　 雅　明 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 池　田　奈美江 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 千 田 美 穂 子 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 下　野　真　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 長　野　弘　典 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 小　澤　栄　司 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 若　園　明　裕 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 下　野　真　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 武　内　尚　博 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 棚　瀬　友　啓 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 所　　　 俊　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 芥子川　雅　也 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 村　瀬　友　紀 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 佐　竹　真　一 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 広　瀬　元  士 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 中　條　裕　二 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 千 田 美 穂 子 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 下　野　真　宏 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 小　牧　令　二 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 棚　瀬　友　啓 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

内科医 京　極　章　三 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

歯科医 松　野　進　一 令和３年４月１日　～　令和５年３月３１日

薬剤師 西　山　光知子 令和３年４月１日　～　令和４年３月３１日

西小学校

穂積中学校

穂積北中学校

巣南中学校

ほづみ幼稚園

穂積小学校

本田小学校

牛牧小学校

生津小学校

南小学校

中小学校



議案第２９号 

瑞穂市教育支援委員の委嘱について 

瑞穂市教育支援委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委

任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の規定によ

り、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

令和３年５月２５日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市附属機関設置条例（平成２０年瑞穂市条例第３０号）第４条第２項の 

規定により、瑞穂市教育支援委員を委嘱するもの。 

 

 

  



氏　　　名 勤務地 任期 備考（該当条項）

なかしまこどもクリニック　院長

中島　俊彦

本田小学校長

土川　恵美

巣南中学校長

小川　瑞樹

岐阜聖徳学園大学教育学部教授

安田　和夫

もとす広域連合幼児療育センター施設長補佐

篠田　貴子

岐阜本巣特別支援学校小学部主事

松本　深香

西小学校主幹教諭

大野　清貴

牛牧小学校教諭

野原　朋美
8 　牛牧小学校 R3.4.1～R4.3.31 特別支援教育担当者

6 　岐阜本巣特別支援学校 R3.4.1～R4.3.31 特別支援教育担当者

7 　西小学校 R3.4.1～R4.3.31 特別支援教育担当者

4 　岐阜聖徳学園大学教育学部 R3.4.1～R4.3.31 識見を有する者

5 　もとす広域連合幼児療育センター R3.4.1～R4.3.31 識見を有する者

2 　本田小学校 R3.4.1～R4.3.31 小学校長代表

3 　巣南中学校 R3.4.1～R4.3.31 中学校長代表

令和３年度　瑞穂市教育支援委員名簿

1 　なかしまこどもクリニック R3.4.1～R4.3.31 学校医



議案第３０号 

瑞穂市学校運営協議会委員の委嘱について 

瑞穂市学校運営協議会委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会

事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の規

定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

令和３年５月２５日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市学校運営協議会規則（平成３０年教育委員会規則第９号）第５条第２

項の規定により、瑞穂市学校運営協議会委員を委嘱するもの。 

 

 

  



氏名 住所 備考（役職） 備考（該当条項）

1 小林　正徳 教職指導室(高等教職専門職)・校長OB 第５号学識経験を有する者

2 加藤　知之 校長OB 第５号学識経験を有する者

3 松野　守男 会社経営者 第５号学識経験を有する者

4 井深　吉男 穂中校長OB 第５号学識経験を有する者

5 江間　安男 元会社役員 第５号学識経験を有する者

6 加藤　裕貞 自治会長（穂小校区代表） 第２号地域住民の代表

7 森　和美 自治会長（牛牧校区代表） 第２号地域住民の代表

8 錦見　敦子 民生・主任児童委員（穂小校区） 第２号地域住民の代表

9 福本　勝代 民生・主任児童委員（牛牧校区） 第２号地域住民の代表

10 藤橋　克郎 青少年育成推進員（穂小校区） 第２号地域住民の代表

11 森　　厚子 青少年育成推進員（牛牧校区） 第２号地域住民の代表

12 青木　厚二郎 PTA会長（穂積小） 第１号保護者の代表

13 若山　陽子 PTA会長（牛牧小） 第１号保護者の代表

14 棚橋　龍彦 PTA会長（穂積中） 第１号保護者の代表

15 後藤　隆正 小学校長 第３号当該区域学校の校長

16 山本　邦宏 小学校長 第３号当該区域学校の校長

17 伊藤　雅生 中学校長 第３号当該区域学校の校長

【推薦者名簿】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瑞穂市立穂積中学校　



氏名 住所 備考（役職） 備考（該当条項）

1 東海　龍明 誠心寮　施設長 第５号学識経験を有する者

2 渡邉　昭博 自治会連合会（本田校区代表） 第２号地域住民の代表

3 馬渕　一弘 自治会連合会（生津校区代表） 第２号地域住民の代表

4 菅野　美智子 主任児童委員（本田校区） 第２号地域住民の代表

5 柴田　秀夫 主任児童委員（生津校区） 第２号地域住民の代表

6 浦野　裕子 主任児童委員（本田校区） 第２号地域住民の代表

7 仲松　幸代 主任児童委員（生津校区） 第２号地域住民の代表

8 田村　和彦 青少年育成推進委員（本田） 第２号地域住民の代表

9 長屋　正治 青少年育成推進委員（生津） 第２号地域住民の代表

10 矢井　孝明 いきいき活動委員会会長 第２号地域住民の代表

11 梅田　裕治 穂積北中　元PTA会長 第２号地域住民の代表

12 廣瀬　達也 本田小学校　PTA会長 第１号保護者の代表

13 大島　正尭 生津小学校　PTA会長 第１号保護者の代表

14 辻　正益 穂積北中学校　PTA会長 第１号保護者の代表

15 土川　恵美 本田小学校　校長 第３号当該区域学校の校長

16 棚橋　剛 生津小学校　校長 第３号当該区域学校の校長

17 宮崎　智和 穂積北中学校　校長 第３号当該区域学校の校長

18 谷村　三奈 本田小学校　教頭 第４号当該区域学校の教職員

19 上水流　弘美 生津小学校　教頭 第４号当該区域学校の教職員

20 樋田　真生 生津小学校　教頭 第４号当該区域学校の教職員

21 伊藤　貴範 穂積北中学校　教頭 第４号当該区域学校の教職員

【推薦者名簿】

瑞穂市立穂積北中学校　



氏名 住所 備考（役職） 備考（該当条項）

1 古川　文行 公立小中学校長ＯＢ 第５号学識経験を有する者

2 鈴木　尚己 巣南中学校ＰＴＡ会長 第１号保護者の代表

3 堀　和雄 瑞穂市自治会連合会副会長　新月自治会長 第２号地域住民の代表

4 細石　俊之 巣南中学校区活動委員会長 第２号地域住民の代表

5 小森　秀夫 民生委員・児童委員協議会長 第２号地域住民の代表

6 青木　享幸 青少年育成推進員 巣南中学校区代表 第２号地域住民の代表

7 矢野　淳一 巣南中学校同窓会長 第２号地域住民の代表

8 池田　卓也 南小学校長 第３号当該区域学校の校長

9 松野　正範 中小学校長 第３号当該区域学校の校長

10 辻　治彦 西小学校長 第３号当該区域学校の校長

11 小川　瑞樹 巣南中学校長 第３号当該区域学校の校長

12 馬淵　俊紀 公立小中学校長ＯＢ 第５号学識経験を有する者

13 加藤　悟 公立小中学校長ＯＢ 第５号学識経験を有する者

14 大平　正廣 南小校区自治会長代表 第２号地域住民の代表

15 清水　惠子 南小校区主任児童委員 第２号地域住民の代表

16 村井　正人 南小校区青少年育成推進員 第２号地域住民の代表

17 高井　克行 南小学校ＰＴＡ会長 第１号保護者の代表

18 増田　行義 公立小中学校長ＯＢ 第５号学識経験を有する者

19 戸田　一文 中小学校ＰＴＡ副会長 第１号保護者の代表

20 矢野　雅俊 自治会長 第２号地域住民の代表

21 高橋　睦夫 民生児童委員 第２号地域住民の代表

22 松岡　千賀 子ども会会長 第１号保護者の代表

23 馬渕　淳子 青少年育成推進員 第２号地域住民の代表

24 廣瀬　陽介 西小学校ＰＴＡ会長 第１号保護者の代表

25 後藤　正 自治会西小校区代表 第２号地域住民の代表

26 小川　直百美 巣南中校区主任児童委員 第２号地域住民の代表

27 矢野　幸子 西小校区青少年育成推進員 第２号地域住民の代表

28 鹿野　よし子 元保育所長・読み聞かせ等ボランティア 第２号地域住民の代表

29 溝部　美幸 学校支援ボランティア代表 第２号地域住民の代表

【推薦者名簿】

瑞穂市立巣南中学校　



議案第３１号  

   令和４年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）について  

 令和４年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）を別紙のとおり定める

ことについて瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第１

３号）第３条の規定により瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

  令和３年５月２５日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第１３号）第３

条の規定により、募集要項を定め瑞穂市教育委員会告示をするため。  



瑞穂市教育委員会告示第  号  

 令和４年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項を次のとおり定める。  

  令和３年５月  日  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）  

１ 募集園児数 ５歳児 ３０名（定員１０５名－今年度年中在園児数）  

        ４歳児 ３０名（定員 ９９名－今年度年少在園児数）  

        ３歳児 ８８名  

２ 資   格 ５歳児 市内に在住する平成２８年４月２日から平成２９年

４月１日生まれの幼児  

        ４歳児 市内に在住する平成２９年４月２日から平成３０年

４月１日生まれの幼児  

３歳児 市内に在住する平成３０年４月２日から平成３１年

４月１日生まれの幼児  

３ 就 園 期 間 ５歳児 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１

年間  

        ４歳児 令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２

年間  

３歳児 令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３

年間  

４ 説 明 会 日 時 穂積小学校区 令和３年７月２７日（火）午前９時３０分  

から午前１１時  

        牛牧小学校区 令和３年７月２７日（火）午後１時３０分  

から午後３時  

        生津小学校区 令和３年７月２８日（水）午前９時３０分  

から午前１１時  

        本田小学校区 令和３年７月２８日（水）午後１時３０分  

から午後３時  

        巣南中学校区 令和３年７月２９日（木）午前９時３０分  

から午前１１時  

５ 説 明 会 会 場 ほづみ幼稚園  

６ 受付期間・場所 令和３年７月２７日（火）から令和３年７月３０日（金）ま

で  

        午前９時から午後４時３０分  



        ほづみ幼稚園  

７ 抽選会   各年次毎の募集園児数を超えた場合、令和３年８月２６日

（木）午前９時００分から抽選会を実施する。（前記１の募集

園児数を超えた場合は、後日、該当年次児の保護者の方全員

に文書にて発送させていただきます。）  

８ 保育料等  保育料 ０円  

        給食費 月額 ３，７１０円（令和３年５月現在）  

        交通安全協力費 月額 ５６０円  



議案第３２号  

   瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領の一部を改正する訓

令について 

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領の一部を改正する訓令案

を別紙のとおり提出する。 

  令和３年５月２５日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 附属機関名及び所管課名の変更に伴い、瑞穂市次世代育成支援対策協議会公

募委員選考要領の一部を改正するもの。 

 

 



瑞穂市教育委員会訓令第●号 

庁中一般  

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領の一部を改正する訓令を

次のように定める。 

  令和３年５月●●日 

            瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明     

  



   瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領の一部を改正する訓

令 

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領（平成２９年瑞穂市教育

委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   瑞穂市子ども・子育て会議公募委員選考要領 

 第１条及び第２条中「瑞穂市次世代育成支援対策協議会」を「瑞穂市子ど

も・子育て会議」に改める。 

 第３条第２項中「教育次長」を「教育委員会事務局長」に、「幼児支援課長」 

を「幼児教育課長」に、「幼児支援課総括課長補佐」を「幼児教育課総括課長

補佐」に改める。 

 第５条中「別表」を「別記様式」に改める。 

 別表を削る。 

 附則の次に次の様式を加える。 

  



別記様式（第５条関係） 

瑞穂市子ども子育て会議公募委員選考基準 

 

（１）選考審査会は、委員の選考に当たって、提出された瑞穂市子ども子育て

会議公募委員応募用紙及び小論文において、次の（２）評価項目及び評点

に従い採点し、公募委員を選考する。 

 

（２）評価項目及び評点 

応募用紙 に関する評価項目  評  点 

審議内容に関連する職歴や経歴があるか 5 4 3 2 1 

ボランティア等の活動に積極的に参加しているか 5  4  3  2  1 

他の審議会等の委員経験等を有しているか 5 4 3 2 1 

応募動機に個人的利害等不純な点はないか 5  4  3  2  1 

自由意見等から市政への参画意欲が感じられるか 5  4  3  2  1 

小論文 に関する評価項目  評  点 

意欲、熱意が感じられるか 5 4 3 2 1 

審議会等の所掌事項に関する理解や知識があるか 5  4  3  2  1 

自己の考え方を持ち、客観的に意見が表明できるか 5  4  3  2  1 

課題や問題を的確に捉え、意見が論理的で説得力があるか 5  4  3  2  1 

先見性や創造性があるか 5  4  3  2  1 

合 計 点        点／50 

 

【配点基準】 

評 価 点 数 

非常に優れている ５点 

優れている ４点 

普 通 ３点 

やや劣っている 2 点 

劣 る １点 

 

（３）採点方法 

ア．（２）の評価項目及び評点を 50 点満点により採点し、その得点順位

の高い者から選考する。 

 

イ．採点合計が満点の 50 パーセント未満（25 点未満）の者については、

委員として選考しない。 



   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 
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瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領（平成29年瑞穂市教育委員会訓令第2号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

瑞穂市子ども・子育て会議   公募委員選考要領 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この訓令は、瑞穂市附属機関設置条例（平成２０年瑞穂市条例第

３０号）に規定する瑞穂市子ども・子育て会議   の委員のうち公募

による委員（以下「公募委員」という。）の選考その他の必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この訓令は、瑞穂市附属機関設置条例（平成２０年瑞穂市条例第

３０号）に規定する瑞穂市次世代育成支援対策協議会の委員のうち公募

による委員（以下「公募委員」という。）の選考その他の必要な事項を

定めるものとする。 

（公募委員の定数） （公募委員の定数） 

第２条 瑞穂市子ども・子育て会議   の公募委員の定数（以下「定数」

という。）は、６名以内とする。 
第２条 瑞穂市次世代育成支援対策協議会の公募委員の定数（以下「定数」

という。）は、６名以内とする。 

（選考審査会の設置） （選考審査会の設置） 

第３条 略 第３条 略 

２ 選考審査会に委員長及び委員を置き、委員長に教育委員会事務局長

を、委員に幼児教育課長及び幼児教育課総括課長補佐をもって充てる。 
２ 選考審査会に委員長及び委員を置き、委員長に教育次長     

を、委員に幼児支援課長及び幼児支援課総括課長補佐をもって充てる。 

３ 略 ３ 略 

（選考方法） （選考方法） 

第５条 公募委員の選考は、書類審査及び小論文により行うものとし、

選考基準（別記様式）により評価して選考する。 
第５条 公募委員の選考は、書類審査及び小論文により行うものとし、

選考基準（別表  ）により評価して選考する。 

別記様式（第５条関係） 別表  （第５条関係） 
瑞穂市子ども・子育て会議公募委員選考基準 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考基準 
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（ １ ）選考審査会は、委員の選考に当たって、提出された瑞穂市子ども・子育て会議   

公募委員応募用紙及び小論文において、次の（ ２ ）評価項目及び評点に従い採点し、

公募委員を選考する。 

 

（ ２ ）評価項目及び評点 

応募用紙 に関する評価項目  評  点 

審議内容に関連する職歴や経歴があるか 5 4 3 2 1 

ボランティア等の活動に積極的に参加しているか 5  4  3  2  1 

他の審議会等の委員経験等を有しているか 5 4 3 2 1 

応募動機に個人的利害等不純な点はないか 5  4  3  2  1 

自由意見等から市政への参画意欲が感じられるか 5  4  3  2  1 

小論文 に関する評価項目  評  点 

意欲、熱意が感じられるか 5 4 3 2 1 

審議会等の所掌事項に関する理解や知識があるか 5  4  3  2  1 

自己の考え方を持ち、客観的に意見が表明できるか 5  4  3  2  1 

課題や問題を的確に捉え、意見が論理的で説得力があるか 5  4  3  2  1 

先見性や創造性があるか 5  4  3  2  1 

合 計 点     点／50 

 

【配点基準】 

評 価 点 数 

非常に優れている ５点 

優れている ４点 

普 通 ３点 

 

（ １ ）選考審査会は、委員の選考に当たって、提出された瑞穂市次世代育成支援対策協議

会公募委員応募用紙及び小論文において、次の（ ２ ）評価項目及び評点に従い採

点し、公募委員を選考する。 

 

（ ２ ）評価項目及び評点 

応募用紙 に関する評価項目  評  点 

審議内容に関連する職歴や経歴があるか 5 4 3 2 1 

ボランティア等の活動に積極的に参加しているか 5  4  3  2  1 

他の審議会等の委員経験等を有しているか 5 4 3 2 1 

応募動機に個人的利害等不純な点はないか 5  4  3  2  1 

自由意見等から市政への参画意欲が感じられるか 5  4  3  2  1 

小論文 に関する評価項目  評  点 

意欲、熱意が感じられるか 5 4 3 2 1 

審議会等の所掌事項に関する理解や知識があるか 5  4  3  2  1 

自己の考え方を持ち、客観的に意見が表明できるか 5  4  3  2  1 

課題や問題を的確に捉え、意見が論理的で説得力があるか 5  4  3  2  1 

先見性や創造性があるか 5  4  3  2  1 

合 計 点     点／50 

 

【配点基準】 

評 価 点 数 

非常に優れている ５点 

優れている ４点 

普 通 ３点 
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やや劣っている 2 点 

劣 る １点 

 

（ ３ ）採点方法 

ア．（ ２ ）の評価項目及び評点を 50 点満点により採点し、その得点順位の高い者

から選考する。 

 

イ．採点合計が満点の 50 パーセント未満（25 点未満）の者については、委員とし

て選考しない。 

やや劣っている 2 点 

劣 る １点 

 

（ ３ ）採点方法 

ア．（ ２ ）の評価項目及び評点を 50 点満点により採点し、その得点順位の高い者

から選考する。 

 

イ．採点合計が満点の 50 パーセント未満（25 点未満）の者については、委員とし

て選考しない。 

  

 



議案第３３号  

瑞穂市社会教育委員の委嘱について  

瑞穂市社会教育委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委

任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の規定によ

り、瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

  令和３年５月２５日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 委員が欠けたため、瑞穂市社会教育委員条例（平成１５年瑞穂市条例第５９

号）第２条の規定により、瑞穂市社会教育委員を委嘱するもの。  



瑞穂市社会教育委員条例第2条の規定による

氏　　名 ふりがな 性別 〒 住　　　所 任期 年数 備考

1 井深　吉男 いぶか　よしお 男 R3.5.18～R5.3.31 新 学識経験者

2 山本　邦宏 やまもと くにひろ 男 R3.4.1～R5.3.31 新 校長会代表

3 上野　邦子 うえの　くにこ 女 R3.4.1～R5.3.31 6 学識経験者

4 長屋　正治 ながや　しょうじ 男 R3.4.1～R5.3.31 6 家庭教育・青少年教育(市青少年育成推進員）

5 松野　守男 まつの　もりお 男 R3.4.1～R5.3.31 4 体育関係（体育協会　会長）

6 宇野　睦子 うの　むつこ 女 R3.4.1～R5.3.31 4 学識経験者（読書サークル協議会　会長)

7 広瀬　政博 ひろせ　まさひろ 男 R3.4.1～R5.3.31 1 学識経験者（文化協会事務局長）

8 辻　正益 つじ　まさあり 男 R3.4.1～R5.3.31 1 家庭教育・青少年教育（市ＰＴＡ連合会会長）

令和３・４年度瑞穂市社会教育委員

※年数は２年度末までの年数



議案第３４号  

瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員の委嘱について  

瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市

教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第

１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

  令和３年５月２５日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 委員が欠けたため、瑞穂市附属機関設置条例（平成２０年瑞穂市条例第３０

号）第４条第２項の規定により、瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員を委嘱

するもの。  



氏　　名 所　　　属 年数 任期 備考

1 辻　正益 瑞穂市PTA連合会 1 R2.4.1～R3.10.31
幼稚園又は小中学校の保護者を代表するもの（市PTA連合会長）
継続

2 辻　治彦 西小学校 1 R2.4.1～R3.10.31
幼稚園又は小中学校を代表するもの（園長・校長会　子どもの読書活
動推進会議担当） 継続

3 谷藤　直美 牛牧第一保育所 1 R2.4.1～R3.10.31 瑞穂市立保育所長を代表する者（保育所長） 継続

4 井深　吉男 社会教育委員の会 新 R3.5.18～R3.10.31 識見を有する者（社会教育委員長） 新規

5 本間　友理
保育所保護者会（牛牧第一保育
所）

新 R3.4.1～R3.10.31 教育委員会が適当と認める者（保育所保護者を代表する者） 新規

6 船戸　菜摘 西小学校 1 R2.4.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（子どもの読書推進会議担当校長が在籍する学校の司書教諭） 継続

7 髙田　敏朗 瑞穂市図書館 5 H30.11.1～R3.10.31 関係団体の代表者（図書館長） 継続

8 宇野　睦子 瑞穂市読書ｻｰｸﾙ協議会 5 H30.11.1～R3.10.31
関係団体の代表者
（読書関係団体） 継続

9 髙橋　由夏
子どもの本を読む会
（かんがるう）

9 H30.11.1～R3.10.31
関係団体の代表者
（読み聞かせ関係団体） 継続

10 佐藤　彰道 健康福祉部　健康推進課 新 R3.4.1～R3.10.31
行政関係者
（健康推進課長） 新規

11 藤本　桂子 本田小読み聞かせボランティア 9 H30.11.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（公募による市民） 継続

12 瀬上　　涼 NPO法人キッズスクエア 9 H30.11.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（公募による市民） 継続

令和３年度　瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員



意見聴取 

   令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について 

 令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、

瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  令和３年５月２５日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 令和３年第２回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の

意見を求めるもの。 



 

令 和 ３ 年 度 
 

瑞 穂 市 補 正 予 算 書 
 

 

令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

                令和３年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

                令和３年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第２号） 

                 

                 

 

 

                       令和３年６月定例議会 

教育委員会分抜粋
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(単位：千円）

摘 要

19,051,876 84,034 19,135,910

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 4,467,451 300 4,467,751

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 587,749 0 587,749

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 25,967 0 25,967

小 計 5,081,167 300 5,081,467

水 道 事 業 会 計 1,017,292 0 1,017,292

下 水 道 事 業 会 計 672,938 50,000 722,938

小 計 1,690,230 50,000 1,740,230

25,823,273 134,334 25,957,607

特
別
会
計

企
業
会
計

合 計

令　和　３　年　度　瑞　穂　市　補　正　予　算　総　括　表

会 計 区 分 補正前の額 補　正　額 計

一 般 会 計

-1-



 
議案第３７号 

令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

令和３年度瑞穂市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４，０３４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，１３５，９１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和３年６月２日提出 

                                       瑞穂市長 森   和  之  

提案理由 
 令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により提出するもの。 

【一般会計】 -2-



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

14 国 庫 支 出 金 ２，７９７，１６１ ７５，６０３ ２，８７２，７６４

2 国 庫 補 助 金 ５９３，３３１ ７５，６０３ ６６８，９３４

16 財 産 収 入 ５，９０８ ５８０ ６，４８８

2 財 産 売 払 収 入 ６８２ ５８０ １，２６２

18 繰 入 金 １，２２１，４６３ △２，６４４ １，２１８，８１９

2 基 金 繰 入 金 １，２２１，４６０ △２，６４４ １，２１８，８１６

20 諸 収 入 ６３２，１４０ ４，０９５ ６３６，２３５

5 雑 入 ６１９，９９３ ４，０９５ ６２４，０８８

21 市 債 １，２４１，０００ ６，４００ １，２４７，４００

1 市 債 １，２４１，０００ ６，４００ １，２４７，４００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １９，０５１，８７６ ８４，０３４ １９，１３５，９１０

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

【一般会計】

【一般会計】 -3-
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

2 総 務 費 ２，９６５，４１７ ２５，２６５ ２，９９０，６８２

1 総 務 管 理 費 ２，５８９，８４８ ２５，２６５ ２，６１５，１１３

3 民 生 費 ７，４３２，８４７ ８，０７６ ７，４４０，９２３

1 社 会 福 祉 費 ３，９２０，１８４ △１１，１９７ ３，９０８，９８７

2 児 童 福 祉 費 ３，０４０，７２９ １９，２７３ ３，０６０，００２

4 衛 生 費 １，７５０，０１３ △５，４８１ １，７４４，５３２

1 保 健 衛 生 費 ７４１，１００ △５，４８１ ７３５，６１９

7 商 工 費 １６７，３３６ １０，４７９ １７７，８１５

1 商 工 費 １６７，３３６ １０，４７９ １７７，８１５

8 土 木 費 １，８９７，２１９ １４，２５０ １，９１１，４６９

4 都 市 計 画 費 ５７９，８２８ １２，０００ ５９１，８２８

5 下 水 道 費 ２４０，７６９ ２，２５０ ２４３，０１９

9 消 防 費 １，００６，５５４ ４，０９４ １，０１０，６４８

1 消 防 費 １，００６，５５４ ４，０９４ １，０１０，６４８

10 教 育 費 ２，４８４，６１２ ２７，３５１ ２，５１１，９６３

1 教 育 総 務 費 ２３２，２０７ ３，３８０ ２３５，５８７

3 小 学 校 費 ２８６，５２４ １，９３４ ２８８，４５８

4 中 学 校 費 １８２，０４１ １０８ １８２，１４９

5 幼 稚 園 費 ２８１，２３３ １９５ ２８１，４２８

6 社 会 教 育 費 ５５０，３３８ ２０，９６４ ５７１，３０２

7 保 健 体 育 費 ７６１，０８９ ７７０ ７６１，８５９

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １９，０５１，８７６ ８４，０３４ １９，１３５，９１０

【一般会計】

【一般会計】 -4-
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第２表　債務負担行為補正
（追加）

第３表　地方債補正
（変更）

14,600千円 証書借入

  3.0%以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはその
融資条件により、銀行その
他の場合はその債権者との
協定による。ただし、市財
政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低金利に
借換えすることができる。

事　　　　項 期　　間

起 債 の 目 的
起債の方法 利　率

限　度　額

　令和４年度外国人英語指導助手（ＡＬＴ）派遣事業 令和３年度から令和４年度まで ５６，７３７千円

償 還 の 方 法

常備消防整備事業 21,000千円 証書借入

  3.0%以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはその
融資条件により、銀行その
他の場合はその債権者との
協定による。ただし、市財
政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低金利に
借換えすることができる。

補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利　率 償 還 の 方 法 限度額

【一般会計】 -5-



１　総括

(歳　入) (単位：千円)

14

16

18

20

21

(歳　出) (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

2 総 務 費 2,965,417 25,265 2,990,682 20,924  580 3,761

3 民 生 費 7,432,847 8,076 7,440,923 2,595   5,481

4 衛 生 費 1,750,013 △5,481 1,744,532    △5,481

7 商 工 費 167,336 10,479 177,815 10,479    

8 土 木 費 1,897,219 14,250 1,911,469 12,000   2,250

9 消 防 費 1,006,554 4,094 1,010,648 4,697 6,400 △602 △6,401

10 教 育 費 2,484,612 27,351 2,511,963 24,908   2,443

歳 出 合 計 19,051,876 84,034 19,135,910 75,603 6,400 △22 2,053

歳 入 合 計 １９，０５１，８７６ ８４，０３４ １９，１３５，９１０

２，７９７，１６１ ７５，６０３ ２，８７２，７６４

繰 入 金 １，２２１，４６３

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

財 産 収 入 ５，９０８ ５８０ ６，４８８

国 庫 支 出 金

市 債 １，２４１，０００ ６，４００ １，２４７，４００

△２，６４４ １，２１８，８１９

諸 収 入 ６３２，１４０ ４，０９５ ６３６，２３５

【一般会計】 -6-



２　歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 総務費国庫補助金 135,686 75,353 211,039  1 総務費補助金 75,353 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金                                      

 5 教育費国庫補助金 84,841 250 85,091  3 幼稚園費補助金 250 教育支援体制整備事業費交付金              

計 593,331 75,603 668,934

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 2 物品売払収入 680 580 1,260  1 物品売払収入 580 物品売払収入                              

計 682 580 1,262

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 財政調整基金繰入金 456,000 2,053 458,053  1 財政調整基金繰入金 2,053 財政調整基金繰入金                        

 3 ふるさと応援基金繰入金 112,360 △4,697 107,663  1 ふるさと応援基金繰入 △4,697 ふるさと応援基金繰入金                    

金

計 1,221,460 △2,644 1,218,816

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

【一般会計】 -7-



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 社会福祉総 597,296 △11,197 586,099 1,297 △12,494  1 報酬 1,181 会計年度任用職員報酬                  

務費  会計年度任用職員報酬（緊急雇用) 　1,088

会計年度任用職員時間外勤務手当相当    

 会計年度任用職員時間外勤務手当相当

 （緊急雇用）      　　　             93

 2 給料 △6,967 一般職給                              

 3 職員手当等 △3,181 地域手当 △209

住居手当 △246

通勤手当 △24

期末手当 △1,617

勤勉手当 △1,167

会計年度任用職員期末手当 82

 4 共済費 △2,264 地方公務員共済組合負担金              

 8 旅費 34 会計年度任用職員通勤手当相当          

計 3,920,184 △11,197 3,908,987 1,297 △12,494

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 児童福祉総 416,694 19,273 435,967 1,298 17,975  2 給料 10,263 一般職給                              

務費  3 職員手当等 4,181 地 域 手 当 308

住 居 手 当 246

通 勤 手 当 144

期 末 手 当 2,048

勤 勉 手 当 1,435

 4 共済費 3,531 地方公務員共済組合負担金              

10 需用費 1,298 修繕料                                

計 3,040,729 19,273 3,060,002 1,298 17,975

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

【一般会計】

【一般会計】 -10-
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(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 常備消防費 755,481 0 755,481 6,400 △6,400 （財源補正）

 2 非常備消防 60,254 4,094 64,348 4,095 △1  7 報償費 4,094 報償費                                

費

 4 防災費 89,004 0 89,004 4,697 △4,697 （財源補正）

計 1,006,554 4,094 1,010,648 4,697 6,400 △602 △6,401

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 2 事務局費 182,375 3,380 185,755 220 3,160 12 委託料 3,160 設計委託料                            

測量調査設計委託料 2,500

業務委託料                            

土地鑑定委託料 660

17 備品購入費 220 庁用器具費                            

計 232,207 3,380 235,587 220 3,160

(款) 10 教育費

(項) 3 小学校費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 学校管理費 248,330 357 248,687 357 17 備品購入費 357 庁用器具費 236

機械器具費 121

 2 教育振興費 38,194 1,577 39,771 1,577 14 工事請負費 1,577 工事請負費                            

計 286,524 1,934 288,458 1,577 357

(款) 10 教育費

(項) 4 中学校費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 学校管理費 143,555 108 143,663 108 17 備品購入費 108 庁用器具費                            

計 182,041 108 182,149 108

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

【一般会計】 -12--9-
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(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 1 幼稚園管理 278,955 195 279,150 250 △55 10 需用費 195 消耗品費等                            

費

計 281,233 195 281,428 250 △55

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 2 生涯学習振 32,353 20,964 53,317 20,964 10 需用費 18,500 消耗品費等                            

興費 11 役務費 2,257 通信運搬費                            

12 委託料 207 行政事務委託料                        

 アウトソーシング                    207

 5 図書館費 120,027 0 120,027 1,237 △1,237 （財源補正）

計 550,338 20,964 571,302 22,201 △1,237

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 3 体育施設費 169,410 110 169,520 110 12 委託料 110 業務委託料                            

 土地鑑定委託料                      110

 4 給食センタ 572,743 660 573,403 660 10 需用費 660 修繕料                                

ー費

計 761,089 770 761,859 660 110

合　計 19,051,876 84,034 19,135,910 75,603 6,400 △22 2,053

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額

国 県支 出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 区   分 金   額
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